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太

田

達

也
／
訳

特
定
犯
罪
者
に
対
す
る
位
置
追
跡
電
子
装
置
装
着
等

に
関
す
る
法
律

制

定

二
〇
〇
七
年
四
月
二
七
日
法
律
第

三
九
四
号

一
部
改
正

二
〇
〇
七
年

月
三
日
法
律
第

六
三
四
号

一
部
改
正

二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
法
律
第
九
一
一
二
号
（
二
〇

〇

年
九
月
一
日
施
行
）

一
部
改
正

二
〇
〇
九
年
五
月

日
法
律
第
九
六
五
四
号
（
二
〇
〇

九
年

月
九
日
施
行
）

一
部
改
正

二
〇
〇
九
年
六
月
九
日
法
律
第
九
七
六
五
号

一
部
改
正

二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
法
律
第
一
〇
二
五
七
号
（
二

〇
一
〇
年
七
月
一
六
日
施
行
・
一
部
二
〇
一
〇
年
四
月

一
五
日
施
行
）

注

傍
線
部
（
一
重
線
）
は
二
〇
〇
九
年
五
月

日
法
律
第
九
六
五
四

号
に
よ
る
改
正
部
分
で
あ
り
、
網
か
け
部
は
二
〇
一
〇
年
四
月
一

五
日
法
律
第
一
〇
二
五
七
号
に
よ
る
改
正
部
分
で
あ
る
。

第
一
章

総

則

第
一
条
（
目
的
）

こ
の
法
は
、
特
定
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
と
性
格

の
矯
正
を
通
じ
た
再
社
会
化
の
た
め
、
そ
の
行
跡
を
追
跡
し
、
位

置
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
装
置
を
身
体
に
装
着
す
る
付

加
的
な
措
置
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
犯
罪
か
ら
国
民
を
保
護

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

第
二
条
（
定
義
）

こ
の
法
で
使
用
す
る
用
語
の
定
義
は
、
次
の
通

り
と
す
る
。［
二
〇
〇
七
年

月
三
日
、
二
〇
〇
九
年
五
月

日
、
二
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〇
〇
九
年
六
月
九
日
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

一

特
定
犯
罪

と
は
、
性
暴
力
犯
罪
、
未
成
年
者
対
象
誘
拐

犯
罪
及
び
殺
人
犯
罪
を
い
う
。

二

性
暴
力
犯
罪

と
は
、
次
の
各
目
の
犯
罪
を
い
う
。

イ

刑
法

第
二
編
第
三
二
章
強
姦
と
わ
い
せ
つ
の
罪
の
う
ち

第
二
九
七
条
（
強
姦
）、
第
二
九

条
（
強
制
わ
い
せ
つ
）、
第

二
九
九
条
（
準
強
姦
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
）、
第
三
〇
〇
条

（
未
遂
犯
）、
第
三
〇
一
条
（
強
姦
等
傷
害
、
致
傷
）、
第
三
〇

一
条
の
二
（
強
姦
等
殺
人
、
致
死
）、
第
三
〇
二
条
（
未
成
年

者
等
に
対
す
る
姦
淫
）、
第
三
〇
三
条
（
業
務
上
威
力
等
に
よ

る
姦
淫
）、
第
三
〇
五
条
（
未
成
年
者
に
対
す
る
姦
淫
、
わ
い

せ
つ
）、
第
二
編
第
三

章
窃
盗
と
強
盗
の
罪
中
第
三
三
九
条

（
強
盗
強
姦
）
及
び
第
三
四
〇
条
（
海
上
強
盗
）
第
三
項
（
婦

女
を
強
姦
し
た
罪
だ
け
を
い
う
）
の
罪
［
二
〇
一
〇
年
四
月
一

五
日
施
行
］

ロ

性
暴
力
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法

第
三
条
（
特
殊

強
盗
強
姦
等
）
か
ら
第
一
〇
条
（
業
務
上
威
力
等
に
よ
る
わ
い

せ
つ
）
ま
で
の
罪
及
び
第
一
四
条
（
未
遂
罪
）
の
罪
（
第
三
条

乃
至
第
九
条
の
未
遂
犯
だ
け
を
い
う
）

ハ

児
童
・
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律

第
七
条
（
児

童
・
青
少
年
に
対
す
る
強
姦
、
強
制
わ
い
せ
つ
等
）
の
罪

ニ

イ
目
か
ら
ハ
目
ま
で
の
罪
と
し
て
他
の
法
律
に
よ
り
加
重
処

罰
さ
れ
る
罪

三

未
成
年
者
対
象
誘
拐
犯
罪

と
は
、
次
の
各
目
の
犯
罪
を

い
う
。

イ

未
成
年
者
に
対
す
る

刑
法

第
二

七
条
（
未
成
年
者
の

略
取
、
誘
拐
）、
第
二

条
（
営
利
等
の
た
め
の
略
取
、
誘

拐
、
売
買
等
）、
第
二

九
条
（
国
外
移
送
の
た
め
の
略
取
、

誘
拐
、
売
買
等
）、
第
二
九
〇
条
（
予
備
、
陰
謀
）、
第
二
九
一

条
（
結
婚
の
た
め
の
略
取
、
誘
拐
）、
第
二
九
二
条
（
略
取
、

誘
拐
、
売
買
さ
れ
た
者
の
授
受
又
は
隠
匿
）、
第
二
九
三
条

（
常
習
犯
）、
第
二
九
四
条
（
未
遂
犯
）、
第
三
二
四
条
の
二

（
人
質
強
要
）
及
び
第
三
三
六
条
（
人
質
強
盗
）
の
罪

ロ

未
成
年
者
に
対
す
る

特
定
犯
罪
加
重
処
罰
等
に
関
す
る
法

律

第
五
条
の
二
（
略
取
、
誘
拐
罪
の
加
重
処
罰
）
の
罪

ハ

イ
目
と
ロ
目
の
罪
と
し
て
他
の
法
律
に
よ
り
加
重
処
罰
さ
れ

る
罪

三
の
二

殺
人
犯
罪

と
は
、
次
の
各
目
の
犯
罪
を
い
う
。

イ

刑
法

第
二
編
第
一
章
の
内
乱
の
罪
中
第

条
（
内
乱

目
的
の
殺
人
）、
第
二
編
第
二
四
章
の
殺
人
の
罪
中
第
二
五
〇

条
（
殺
人
、
尊
属
殺
害
）、
第
二
五
一
条
（
嬰
児
殺
害
）・
第
二

五
二
条
（
嘱
託
、
承
諾
に
よ
る
殺
人
等
）、
第
二
五
三
条
（
偽
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計
等
に
よ
る
嘱
託
殺
人
等
）、
第
二
五
四
条
（
未
遂
犯
）、
第
二

五
五
条
（
予
備
、
陰
謀
）、
第
二
編
第
三
二
章
の
強
姦
と
わ
い

せ
つ
の
罪
中
第
三
〇
一
条
の
二
（
強
姦
等
殺
人
・
致
死
）
前
段
、

第
二
編
第
三
七
章
の
権
利
行
使
を
妨
害
す
る
罪
中
第
三
二
四
条

の
四
（
人
質
殺
害
・
致
死
）
前
段
、
第
二
編
第
三

章
窃
盗
と

強
盗
の
罪
中
第
三
三

条
（
強
盗
殺
人
・
致
死
）
前
段
及
び
第

三
四
〇
条
（
海
上
強
盗
）
第
三
項
（
人
を
殺
害
す
る
罪
だ
け
を

い
う
）
の
罪

ロ

性
暴
力
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法

第
九
条
（
強
姦

等
殺
人
・
致
死
）
第
一
項
の
罪
及
び
第
一
四
条
（
未
遂
罪
）
の

罪
（
第
九
条
第
一
項
の
未
遂
犯
だ
け
を
い
う
）

ハ

特
定
犯
罪
加
重
処
罰
等
に
関
す
る
法
律

第
五
条
の
二

（
略
取
、
誘
拐
罪
の
加
重
処
罰
）
第
二
項
第
二
号
の
罪
及
び
同

条
第
六
項
の
罪
（
同
条
第
二
項
第
二
号
の
未
遂
犯
だ
け
を
い

う
）

ニ

イ
目
か
ら
ハ
目
ま
で
の
罪
と
し
て
他
の
法
律
に
よ
り
加
重
処

罰
さ
れ
る
罪

四

位
置
追
跡
電
子
装
置
（
以
下

電
子
装
置

と
い
う
。）
と

は
、
電
磁
波
を
発
信
し
て
追
跡
す
る
原
理
を
利
用
し
て
位
置
を

確
認
し
、
又
は
移
動
経
路
を
探
知
す
る
一
連
の
機
械
的
設
備
と

し
て
大
統
領
令
で
定
め
る
も
の
い
う
。

第
三
条
（
国
家
の
責
務
）

国
家
は
、
こ
の
法
の
執
行
過
程
で
国
民

の
人
権
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
条
（
適
用
範
囲
）

満
一
九
歳
未
満
の
者
に
対
し
装
着
命
令
を

宣
告
し
た
と
き
に
は
、
一
九
歳
に
な
る
ま
で
こ
の
法
に
よ
る
電
子

装
置
を
装
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改

正
］

第
二
章

懲
役
刑
終
了
後
の
電
子
装
置
装
着

第
五
条
（
電
子
装
置
装
着
命
令
の
請
求
）
①

検
事
は
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
し
、
性
暴
力
犯
罪
を
再
び
犯
す
危
険
性
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
電
子
装
置
を
装
着
す
る
命
令
（
以
下

装

着
命
令

と
い
う
。）
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

一

性
暴
力
犯
罪
に
よ
り
懲
役
刑
の
実
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
そ

の
執
行
を
終
了
し
た
後
又
は
執
行
が
免
除
さ
れ
た
後
一
〇
年
以

内
に
性
暴
力
犯
罪
を
行
っ
た
と
き

二

性
暴
力
犯
罪
で
こ
の
法
に
よ
る
電
子
装
置
を
装
着
さ
れ
た
前
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歴
が
あ
る
者
が
再
び
性
暴
力
犯
罪
を
行
っ
た
と
き

三

性
暴
力
犯
罪
を
二
回
以
上
犯
し
（
有
罪
の
確
定
判
決
を
受
け

た
場
合
を
含
む
。）、
そ
の
習
癖
が
認
め
ら
れ
る
と
き

四

一
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
性
暴
力
犯
罪
を
行
っ
た
と
き

②

検
事
は
、
未
成
年
者
対
象
誘
拐
犯
罪
を
行
っ
た
者
で
あ
り
な
が

ら
未
成
年
者
対
象
誘
拐
犯
罪
を
再
び
犯
す
危
険
性
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
し
、
装
着
命
令
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
誘
拐
犯
罪
に
よ
り
懲
役
刑
の
実
刑
以
上
の
刑
を
宣

告
さ
れ
、
そ
の
執
行
が
終
了
又
は
免
除
さ
れ
た
後
再
び
誘
拐
犯
罪

を
行
っ
た
場
合
に
は
、
装
着
命
令
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
本
項
追
加
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

③

検
事
は
、
殺
人
犯
罪
を
行
っ
た
者
で
あ
り
な
が
ら
殺
人
犯
罪
を

再
び
犯
す
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
装
着
命
令

を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
殺
人
犯
罪
に
よ

り
懲
役
刑
の
実
刑
以
上
の
刑
を
宣
告
さ
れ
、
そ
の
執
行
が
終
了
又

は
免
除
さ
れ
た
後
再
び
殺
人
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
装
着
命

令
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本

項
追
加
］

④

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
装
着
命
令
の
請
求
は
、

公
訴
が
提
起
さ
れ
た
特
定
犯
罪
事
件
の
控
訴
審
弁
論
終
結
時
ま
で

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
、
二
〇

一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
施
行
］

⑤

裁
判
所
は
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
特
定
犯
罪
事
件
を
審
理
し
た

結
果
、
装
着
命
令
を
宣
告
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、

検
事
に
装
着
命
令
の
請
求
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。［
二
〇

〇
九
年
五
月

日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

⑥

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
特
定
犯
罪
事
件
に
対

し
判
決
の
確
定
が
な
い
ま
ま
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
と
き
か
ら
一
五

年
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
装
着
命
令
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改

正
］

第
六
条
（
調
査
）
①

検
事
は
、
装
着
命
令
を
請
求
す
る
た
め
必
要

と
認
め
る
と
き
に
は
被
疑
者
の
住
居
地
又
は
所
属
検
察
庁
（
支
庁

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
（
支

所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
長
に
犯
罪
の
動
機
、
被
害
者
と
の

関
係
、
心
理
状
態
、
再
犯
の
危
険
性
な
ど
被
疑
者
に
関
し
て
必
要

な
事
項
の
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
一
項
の
要
請
を
受
け
た
保
護
観
察
所
の
長
は
、
調
査
す
る
保

護
観
察
官
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
二
項
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
保
護
観
察
官
は
、
検
事
の
指
揮
を

受
け
、
遅
滞
な
く
、
必
要
な
事
項
を
調
査
し
た
後
、
検
事
に
調
査
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報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

検
事
は
、
装
着
命
令
を
請
求
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
場
合
に

は
、
被
疑
者
に
対
す
る
精
神
鑑
定
そ
の
他
の
専
門
家
の
診
断
等
の

結
果
を
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
（
装
着
命
令
請
求
事
件
の
管
轄
）
①

装
着
命
令
請
求
事
件

の
管
轄
は
、
装
着
命
令
請
求
事
件
と
同
時
に
審
理
す
る
特
定
犯
罪

事
件
の
管
轄
に
拠
る
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

②

装
着
命
令
請
求
事
件
の
第
一
審
裁
判
は
、
地
方
裁
判
所
合
議
部

（
地
方
裁
判
所
支
所
合
議
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
管
轄
と
す

る
。

第

条
（
装
着
命
令
請
求
書
の
記
載
事
項
等
）
①

装
着
命
令
請
求

書
に
は
、
次
の
各
号
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

装
着
命
令
請
求
対
象
者
（
以
下

被
装
着
命
令
請
求
者

と

い
う
。）
の
姓
名
そ
の
他
被
装
着
命
令
請
求
者
を
特
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
項

二

請
求
の
原
因
と
な
る
事
実

三

適
用
法
条

四

そ
の
他
大
統
領
令
で
定
め
る
事
項

②

裁
判
所
は
、
装
着
命
令
請
求
が
あ
る
と
き
に
は
、
遅
滞
な
く
、

装
着
命
令
請
求
書
の
副
本
を
被
装
着
命
令
請
求
者
又
は
そ
の
弁
護

人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
特
定
犯
罪
事
件

に
対
す
る
公
訴
提
起
と
同
時
に
装
着
命
令
請
求
が
あ
る
と
き
に
は

第
一
回
公
判
期
日
五
日
前
ま
で
、
特
定
犯
罪
事
件
の
審
理
中
に
装

着
命
令
請
求
が
あ
る
と
き
に
は
次
の
公
判
期
日
五
日
前
ま
で
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

第
九
条
（
装
着
命
令
の
判
決
等
）
①

裁
判
所
は
、
装
着
命
令
請
求

に
理
由
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
期
間
の
範

囲
内
で
装
着
期
間
を
定
め
、
判
決
で
装
着
命
令
を
宣
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
一
三
歳
未
満
の
者
に
対
し
特
定
犯
罪
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
装
着
期
間
の
下
限
を
次
の
各
号
に
よ
る
装
着
期

間
の
下
限
の
二
倍
と
す
る
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］［
二

〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
施
行
］

一

法
定
刑
の
上
限
が
死
刑
又
は
無
期
懲
役
で
あ
る
特
定
犯
罪

一
〇
年
以
上
三
〇
年
以
下

二

法
定
刑
中
懲
役
刑
の
下
限
が
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
で
あ
る

特
定
犯
罪
（
第
一
号
に
該
当
す
る
特
定
犯
罪
は
除
く
）

三
年

以
上
二
〇
年
以
下

三

法
定
刑
中
懲
役
刑
の
下
限
が
三
年
未
満
の
有
期
懲
役
で
あ
る

特
定
犯
罪
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
特
定
犯
罪
は
除
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く
）

一
年
以
上
一
〇
年
以
下

［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
改
正
］

②

複
数
個
の
特
定
犯
罪
に
対
し
同
時
に
装
着
命
令
を
宣
告
す
る
と

き
に
は
、
法
定
刑
が
最
も
重
い
罪
の
装
着
期
間
の
上
限
の
二
分
の

一
ま
で
加
重
す
る
が
、
各
罪
の
装
着
期
間
の
上
限
を
合
算
し
た
期

間
を
超
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
一
つ
の
行
為
が
複
数

の
特
定
犯
罪
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
最
も
重
い
罪
の
装
着
期
間

を
装
着
期
間
と
す
る
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本
項
追
加
］［
二

〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
施
行
］

③

装
着
命
令
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
装
着
期
間
、

保
護
観
察
等

に
関
す
る
法
律

に
よ
る
保
護
観
察
を
受
け
る
。［
二
〇
〇
一
〇
年

四
月
一
五
日
本
項
追
加
］

④

裁
判
所
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
判
決
で

装
着
命
令
請
求
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇

年
六

月
一
三
日
、
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日

改
正
］

一

装
着
命
令
請
求
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き

二

特
定
犯
罪
事
件
に
対
し
無
罪
（
心
神
喪
失
を
理
由
と
し
て
治

療
監
護
が
宣
告
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。）、
免
訴
、
公
訴
棄
却
の

判
決
又
は
決
定
を
宣
告
す
る
と
き

三

特
定
犯
罪
事
件
に
対
し
罰
金
刑
を
宣
告
す
る
と
き

四

特
定
犯
罪
事
件
に
対
し
宣
告
猶
予
又
は
執
行
猶
予
を
宣
告
す

る
と
き
（
第
二

条
第
一
項
に
よ
り
電
子
装
置
装
着
を
命
じ
る

と
き
を
除
く
。）

⑤

装
着
命
令
請
求
事
件
の
判
決
は
、
特
定
犯
罪
事
件
の
判
決
と
同

時
に
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
、

二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

⑥

装
着
命
令
宣
告
の
判
決
理
由
に
は
、
要
件
と
な
る
事
実
、
証
拠

の
要
旨
及
び
適
用
法
条
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇

一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

⑦

装
着
命
令
の
宣
告
は
、
特
定
犯
罪
事
件
の
量
刑
に
有
利
に
斟
酌

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
、
二
〇
一
〇

年
四
月
一
五
日
改
正
］

⑧

特
定
犯
罪
事
件
の
判
決
に
対
し
上
訴
及
び
上
訴
の
放
棄
又
は
取

下
げ
が
あ
る
と
き
に
は
、
装
着
命
令
請
求
事
件
の
判
決
に
対
し
て

も
上
訴
及
び
上
訴
の
放
棄
又
は
取
下
げ
が
あ
る
も
の
と
見
な
す
。

上
訴
権
回
復
、
再
審
の
請
求
又
は
非
常
上
告
が
あ
る
と
き
も
、
ま

た
同
じ
と
す
る
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月

一
五
日
改
正
］

⑨

第

項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
事
又
は
被
装
着
命
令
請

求
者
及
び

刑
事
訴
訟
法

第
三
四
〇
条
又
は
第
三
四
一
条
に
規

定
さ
れ
た
者
は
、
装
着
命
令
に
対
し
独
立
し
て
上
訴
及
び
上
訴
の
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放
棄
又
は
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
訴
権
回
復
、
再
審

の
請
求
又
は
非
常
上
告
の
場
合
も
、
ま
た
同
じ
と
す
る
。［
二
〇

一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

第
九
条
の
二
（
遵
守
事
項
）
①

裁
判
所
は
、
第
九
条
第
一
項
に
よ

り
装
着
命
令
を
宣
告
す
る
場
合
、
装
着
期
間
の
範
囲
で
遵
守
事
項

を
定
め
、
次
の
各
号
の
遵
守
事
項
の
う
ち
一
つ
以
上
を
付
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
第
四
号
の
遵
守
事
項
は
五
〇
〇
時
間
の

範
囲
で
そ
の
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
一
〇
年
四

月
一
五
日
改
正
］

一

夜
間
な
ど
特
定
時
間
帯
の
外
出
制
限

二

特
定
地
域
・
場
所
へ
の
立
入
禁
止

二
の
二

住
居
地
域
の
制
限

三

被
害
者
等
特
定
人
へ
の
接
近
禁
止

四

特
定
犯
罪
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修

五

そ
の
他
装
着
命
令
を
宣
告
さ
れ
る
者
の
再
犯
防
止
と
性
格
矯

正
の
た
め
に
必
要
な
事
項

②

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
削
除
］

［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
本
条
追
加
］

第
一
〇
条
（
装
着
命
令
判
決
等
の
通
知
）
①

裁
判
所
は
、
第
九
条

に
よ
り
装
着
命
令
を
宣
告
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
判
決
が
確
定
し

た
日
か
ら
三
日
以
内
に
装
着
命
令
の
宣
告
を
受
け
た
者
（
以
下

被
装
着
命
令
者

と
い
う
。）
の
住
居
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察

所
の
長
に
判
決
文
の
謄
本
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

矯
導
所
、
少
年
矯
導
所
、
拘
置
所
、
治
療
監
護
所
及
び
群
矯
導

所
の
長
（
以
下

矯
導
所
長
等

と
い
う
。）
は
、
被
装
着
命
令

者
が
釈
放
さ
れ
る
五
日
前
ま
で
に
被
装
着
命
令
者
の
住
居
地
を
管

轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
そ
の
事
実
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
改
正
］

第
一
一
条
（
国
選
弁
護
人
等
）

装
着
命
令
請
求
事
件
に
関
し
て
は
、

刑
事
訴
訟
法

第
二

二
条
及
び
第
二

三
条
を
準
用
す
る
。

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

第
一
二
条
（
執
行
指
揮
）
①

装
着
命
令
は
、
検
事
の
指
揮
を
受
け
、

保
護
観
察
官
が
執
行
す
る
。

②

第
一
項
に
よ
る
指
揮
は
、
判
決
文
謄
本
を
添
付
し
た
書
面
で
行

う
。

第
一
三
条
（
装
着
命
令
の
執
行
）
①

装
着
命
令
は
、
特
定
犯
罪
事

件
に
対
す
る
刑
の
執
行
が
終
了
し
、
又
は
免
除
若
し
く
は
仮
釈
放
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さ
れ
る
日
又
は
治
療
監
護
の
執
行
が
終
了
若
し
く
は
仮
終
了
と
な

る
日
、
釈
放
直
前
に
被
装
着
命
令
者
の
身
体
に
電
子
装
置
を
装
着

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
す
る
。［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
、
二

〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

②

装
着
命
令
の
執
行
は
、
身
体
の
完
全
性
を
害
し
な
い
範
囲
内
で

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

装
着
命
令
が
複
数
個
あ
る
場
合
、
確
定
し
た
順
序
に
従
っ
て
執

行
す
る
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本
項
追
加
］

④

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
装
着
命
令
の
執
行
は

停
止
す
る
。［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一

五
日
改
正
］

一

装
着
命
令
の
執
行
中
、
他
の
罪
を
犯
し
、
拘
束
令
状
の
執
行

を
受
け
拘
禁
さ
れ
た
と
き

二

装
着
命
令
の
執
行
中
、
他
の
罪
を
犯
し
、
禁
錮
以
上
の
刑
の

執
行
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

三

仮
釈
放
又
は
仮
終
了
と
な
っ
た
者
に
対
し
、
電
子
装
置
装
着

期
間
の
間
、
仮
釈
放
又
は
仮
終
了
が
取
り
消
さ
れ
る
、
又
は
失

効
し
た
と
き

⑤

第
四
項
に
よ
り
執
行
が
停
止
し
た
装
着
命
令
の
残
余
期
間
に
対

し
て
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
従
い
執
行
す
る
。［
二
〇
〇

年
六

月
一
三
日
改
正
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

一

第
四
項
第
一
号
の
場
合
に
は
、
拘
禁
が
解
除
さ
れ
、
又
は
禁

錮
以
上
の
刑
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
と
き
か
ら
、

そ
の
残
余
期
間
を
執
行
す
る
。

二

第
四
項
第
二
号
の
場
合
に
は
、
そ
の
刑
の
執
行
が
終
了
し
、

若
し
く
は
免
除
さ
れ
た
後
又
は
仮
釈
放
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
そ

の
残
余
期
間
を
執
行
す
る
。

三

第
四
項
第
三
号
の
場
合
に
は
、
そ
の
刑
若
し
く
は
治
療
監
護

の
執
行
が
終
了
し
、
又
は
免
除
さ
れ
た
後
そ
の
残
余
期
間
を
執

行
す
る
。

⑥

そ
の
ほ
か
、
装
着
命
令
の
執
行
及
び
停
止
に
関
し
て
必
要
な
事

項
は
大
統
領
令
で
定
め
る
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

第
一
四
条
（
被
装
着
者
の
義
務
）
①

電
子
装
置
が
装
着
さ
れ
た
者

（
以
下

被
装
着
者

と
い
う
。）
は
、
電
子
装
置
の
装
着
期
間
中
、

電
子
装
置
を
身
体
か
ら
故
意
に
分
離
、
損
傷
、
電
波
妨
害
又
は
受

信
資
料
の
変
造
そ
の
他
の
方
法
で
そ
の
機
能
を
害
し
て
は
な
ら
な

い
。

②

被
装
着
者
は
、
特
定
犯
罪
事
件
に
対
す
る
刑
の
執
行
が
終
了
し
、

又
は
免
除
若
し
く
は
仮
釈
放
さ
れ
る
日
か
ら
一
〇
日
以
内
に
住
居

地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
に
出
頭
し
、
書
面
で
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本
項
追
加
］
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③

被
装
着
者
は
、
住
居
を
移
転
し
、
七
日
以
上
の
国
内
旅
行
を
し
、

又
は
出
国
す
る
と
き
に
は
、
予
め
保
護
観
察
官
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

第
一
四
条
の
二
（
装
着
期
間
の
延
長
等
）
①

被
装
着
者
が
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
保
護
観
察
所
の
長

の
申
請
に
よ
る
検
事
の
請
求
で
、
一
年
の
範
囲
で
装
着
期
間
を
延

長
し
、
又
は
第
九
条
の
二
第
一
項
の
遵
守
事
項
を
追
加
若
し
く
は

変
更
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

正
当
な
理
由
な
く

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

第
三
二

条
に
よ
る
遵
守
事
項
に
違
反
し
た
場
合

二

正
当
な
理
由
な
く
第
一
四
条
第
二
項
に
違
反
し
、
申
告
し
な

か
っ
た
場
合

三

正
当
な
理
由
な
く
第
一
四
条
第
三
項
に
違
反
し
、
許
可
を
受

け
ず
住
居
を
移
転
、
国
内
旅
行
若
し
く
は
出
国
を
し
、
又
は
虚

偽
を
も
っ
て
許
可
を
受
け
た
場
合

②

第
一
項
各
号
に
規
定
さ
れ
た
事
項
以
外
の
事
情
変
更
が
あ
る
場

合
に
も
、
裁
判
所
は
、
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
保

護
観
察
所
の
長
の
申
請
に
よ
る
検
事
の
請
求
で
、
第
九
条
の
二
第

一
項
の
遵
守
事
項
を
追
加
、
変
更
又
は
削
除
す
る
決
定
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本
条
追
加
］

第
一
五
条
（
保
護
観
察
官
の
任
務
）
①

保
護
観
察
官
は
、
被
装
着

者
の
再
犯
防
止
と
健
全
な
社
会
復
帰
の
た
め
必
要
な
指
導
と
援
護

を
行
う
。

②

保
護
観
察
官
は
、
電
子
装
置
装
着
期
間
中
、
被
装
着
者
の
所
在

地
近
隣
の
医
療
機
関
で
の
治
療
、
相
談
施
設
で
の
相
談
治
療
等
被

装
着
者
の
再
犯
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
六
条
（
受
信
資
料
の
保
存
・
使
用
・
廃
棄
等
）
①

保
護
観
察

所
の
長
は
、
被
装
着
者
の
電
子
装
置
か
ら
発
信
さ
れ
る
電
磁
波
を

受
信
し
、
そ
の
資
料
（
以
下

受
信
資
料

と
い
う
。）
を
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

受
信
資
料
は
、
次
の
各
号
の
場
合
の
ほ
か
は
閲
覧
、
照
会
又
は

公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

一

被
装
着
者
の
特
定
犯
罪
の
嫌
疑
に
対
す
る
捜
査
又
は
裁
判
資

料
と
し
て
使
用
す
る
場
合

二

保
護
観
察
官
が
指
導
又
は
援
護
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
場

合
三

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

第
五
条
に
よ
る
保
護
観
察

審
査
委
員
会
（
以
下

審
査
委
員
会

と
い
う
。）
の
装
着
命
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令
仮
解
除
と
そ
の
取
消
に
関
す
る
審
査
の
た
め
に
使
用
す
る
場

合

③

保
護
観
察
所
の
長
は
、
被
装
着
者
が
特
定
犯
罪
を
行
っ
た
と
疑

う
に
足
る
だ
け
の
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
管
轄
検
察
庁

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

④

検
事
又
は
司
法
警
察
官
は
、
受
信
資
料
を
閲
覧
又
は
照
会
す
る

場
合
、
裁
判
官
が
発
付
し
た
押
収
捜
索
令
状
を
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑤

保
護
観
察
所
の
長
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
に
は

受
信
資
料
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

装
着
命
令
と
と
も
に
宣
告
さ
れ
た
刑
が

刑
法

第

一
条

に
よ
り
失
効
し
た
と
き
［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

二

装
着
命
令
と
と
も
に
宣
告
さ
れ
た
刑
が
恩
赦
に
よ
り
そ
の
効

力
を
喪
失
し
た
と
き

三

電
子
装
置
の
装
着
が
終
了
し
た
者
が
資
格
停
止
以
上
の
刑
又

は
こ
の
法
に
よ
る
電
子
装
置
装
着
を
受
け
る
こ
と
な
く
電
子
装

置
装
着
を
終
了
し
た
日
か
ら
五
年
が
経
過
し
た
と
き

⑥

そ
の
ほ
か
受
信
資
料
の
保
存
、
使
用
、
廃
棄
等
に
関
し
て
必
要

な
事
項
は
大
統
領
令
で
定
め
る
。

第
一
七
条
（
装
着
命
令
の
仮
解
除
申
請
等
）
①

保
護
観
察
所
の
長

又
は
被
装
着
者
及
び
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
当
該
保
護
観
察
所
を

管
轄
す
る
審
査
委
員
会
に
装
着
命
令
の
仮
解
除
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②

第
一
項
の
申
請
は
、
装
着
命
令
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら

三
月
が
経
過
し
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
請
が
棄
却
さ

れ
た
場
合
に
は
、
棄
却
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
が
経
過
し
た
後
に
再

び
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
二
項
に
よ
り
仮
解
除
の
申
請
を
す
る
と
き
に
は
、
申
請
書
に

仮
解
除
の
審
査
に
参
考
と
な
る
資
料
を
添
付
し
て
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
一

条
（
装
着
命
令
仮
解
除
の
審
査
及
び
決
定
）
①

審
査
委
員

会
は
、
仮
解
除
を
審
査
す
る
と
き
に
は
、
被
装
着
者
の
人
格
、
生

活
態
度
、
装
着
命
令
履
行
状
況
及
び
再
犯
の
危
険
性
に
対
す
る
専

門
家
の
意
見
等
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

審
査
委
員
会
は
、
仮
解
除
の
審
査
の
た
め
必
要
な
と
き
に
は
、

保
護
観
察
所
の
長
に
必
要
な
事
項
を
調
査
さ
せ
、
又
は
被
装
着
者

そ
の
他
関
係
人
を
直
接
召
還
、
尋
問
若
し
く
は
調
査
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

③

第
二
項
の
要
求
を
受
け
た
保
護
観
察
所
の
長
は
、
必
要
な
事
項

を
調
査
し
、
審
査
委
員
会
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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④

審
査
委
員
会
は
、
被
装
着
者
が
装
着
命
令
を
継
続
執
行
さ
れ
る

必
要
が
な
い
程
度
に
改
善
さ
れ
、
再
犯
の
危
険
性
が
な
い
と
認
め

る
と
き
に
は
、
装
着
命
令
の
仮
解
除
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
被
装
着
者
に
住
居
移
転
状
況
等
を
保
護
観
察
所
の
長

に
定
期
的
に
報
告
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤

審
査
委
員
会
は
、
装
着
命
令
の
仮
解
除
を
し
な
い
こ
と
に
決
定

し
た
と
き
に
は
、
決
定
書
で
そ
の
理
由
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑥

第
四
項
に
よ
り
装
着
命
令
が
仮
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
第
九

条
第
三
項
に
よ
る
保
護
観
察
と
第
九
条
の
二
に
よ
り
付
加
さ
れ
た

遵
守
事
項
が
仮
解
除
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。［
二
〇
〇

年
六
月

一
三
日
本
項
追
加
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

第
一
九
条
（
仮
解
除
の
取
消
し
等
）
①

保
護
観
察
所
の
長
は
、
装

着
命
令
が
仮
解
除
さ
れ
た
者
が
特
定
犯
罪
を
行
い
、
又
は
住
居
移

転
状
況
等
の
報
告
に
応
じ
な
い
等
再
犯
の
危
険
性
が
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
と
き
に
は
、
審
査
委
員
会
に
仮
解
除
の
取
消
し
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
審
査
委
員
会
は
、
仮
解
除
さ
れ

た
者
の
再
犯
の
危
険
性
が
顕
著
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
仮
解
除

を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

②

第
一
項
に
よ
り
仮
解
除
が
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
残
余
装
着
命

令
期
間
の
間
、
電
子
装
置
を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
、
仮
解
除
期
間
は
、
装
着
命
令
期
間
に
算
入
し
な
い
。

第
二
〇
条
（
装
着
命
令
執
行
の
終
了
）

第
九
条
に
よ
り
宣
告
さ
れ

た
装
着
命
令
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
執
行

が
終
了
す
る
。［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
改
正
］

一

装
着
命
令
期
間
が
経
過
し
た
と
き

二

装
着
命
令
と
と
も
に
宣
告
し
た
刑
が
恩
赦
に
な
り
、
そ
の
宣

告
の
効
力
を
喪
失
す
る
に
至
っ
た
と
き

三

［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
削
除
］

四

装
着
命
令
が
仮
解
除
と
な
っ
た
者
が
、
そ
の
仮
解
除
が
取
り

消
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
余
装
着
命
令
期
間
を
経
過
し
た
と
き

第
二
一
条
（
装
着
命
令
の
時
効
）
①

被
装
着
命
令
者
は
、
そ
の
判

決
が
確
定
し
た
後
、
執
行
を
受
け
ず
、
一
緒
に
宣
告
さ
れ
た
特
定

犯
罪
事
件
の
刑
の
時
効
が
完
成
し
た
場
合
、
そ
の
執
行
は
免
除
さ

れ
る
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改
正
］

②

装
着
命
令
の
時
効
は
、
被
装
着
命
令
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
る
。
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第
三
章

仮
釈
放
及
び
仮
終
了
等
と
電
子
装
置
装
着

第
二
二
条
（
仮
釈
放
と
電
子
装
置
装
着
）
①

第
九
条
に
よ
る
装
着

命
令
判
決
を
宣
告
さ
れ
な
か
っ
た
特
定
犯
罪
者
と
し
て
刑
の
執
行

中
、
仮
釈
放
さ
れ
、
保
護
観
察
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
者
は
、
遵

守
事
項
の
履
行
有
無
の
確
認
等
の
た
め
、
仮
釈
放
期
間
中
、
電
子

装
置
を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
二
〇
〇
九
年
五
月

日
改

正
］

②

審
査
委
員
会
は
、
第
一
項
に
よ
り
電
子
装
置
を
装
着
す
る
よ
う

に
な
る
者
の
住
居
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
仮
釈
放
者

の
人
的
事
項
等
電
子
装
置
装
着
に
必
要
な
事
項
を
直
ち
に
通
報
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

矯
導
所
長
等
は
、
仮
釈
放
予
定
者
が
釈
放
さ
れ
る
五
日
前
ま
で

に
、
そ
の
住
居
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
そ
の
事
実
を

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
三
条
（
仮
終
了
等
と
電
子
装
置
装
着
）
①

治
療
監
護
法

第
三
七
条
に
よ
る
治
療
監
護
審
議
委
員
会
（
以
下

治
療
監
護
審

議
委
員
会

と
い
う
。）
は
、
第
九
条
に
よ
る
装
着
命
令
判
決
を

宣
告
さ
れ
な
か
っ
た
特
定
犯
罪
者
と
し
て
治
療
監
護
の
執
行
中
、

仮
終
了
又
は
治
療
委
託
と
な
る
被
治
療
監
護
者
又
は
保
護
監
護
の

執
行
中
仮
出
所
す
る
被
保
護
監
護
者
（
以
下
、

仮
終
了
者
等

と
い
う
。）
に
対
し
、

治
療
監
護
法

又
は

社
会
保
護
法

（
法
律
第
七
六
五
六
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
前
の
法
律
を
い
う
。）
に

よ
る
遵
守
事
項
の
履
行
有
無
確
認
等
の
た
め
保
護
観
察
期
間
の
範

囲
で
期
間
を
定
め
、
電
子
装
置
を
装
着
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
、
二
〇
〇
九
年
五
月

日
、
二

〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
施
行
］

②

治
療
監
護
審
議
委
員
会
は
、
第
一
項
に
よ
り
電
子
装
置
装
着
を

決
定
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
被
装
着
決
定
者
の
住
居
地
を
管
轄

す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

治
療
監
護
施
設
の
長
、
保
護
監
護
施
設
の
長
又
は
矯
導
所
の
長

は
、
仮
終
了
者
等
が
仮
終
了
若
し
く
は
治
療
委
託
と
な
り
、
又
は

仮
出
所
す
る
五
日
前
ま
で
に
、
仮
終
了
者
等
の
住
居
地
を
管
轄
す

る
保
護
観
察
所
の
長
に
そ
の
事
実
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
施
行
］

第
二
四
条
（
電
子
装
置
の
装
着
）
①

電
子
装
置
の
装
着
は
、
保
護

観
察
官
が
執
行
す
る
。

②

電
子
装
置
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
釈
放
直
前

に
装
着
す
る
。

一

仮
釈
放
に
な
る
日
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二

仮
終
了
若
し
く
は
治
療
委
託
と
な
り
、
又
は
仮
出
所
す
る
日
。

但
し
、
治
療
監
護
と
刑
が
併
科
さ
れ
た
仮
終
了
者
の
場
合
、
執

行
す
る
残
余
刑
期
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
刑
の
執
行
が
終
了

し
、
又
は
免
除
さ
れ
る
日
に
装
着
す
る
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一

五
日
改
正
］

③

電
子
装
置
装
着
執
行
中
、
保
護
観
察
遵
守
事
項
違
反
で
留
置
許

可
状
の
執
行
を
受
け
留
置
さ
れ
た
と
き
に
は
装
着
の
執
行
は
停
止

す
る
。
こ
の
場
合
、
審
査
委
員
会
が
保
護
観
察
所
の
長
の
仮
釈
放

取
消
し
申
請
を
棄
却
し
た
日
又
は
法
務
部
長
官
が
審
査
委
員
会
の

許
可
申
請
を
許
さ
な
か
っ
た
日
か
ら
そ
の
残
余
期
間
を
執
行
す
る
。

第
二
五
条
（
装
着
の
執
行
終
了
）

第
二
二
条
及
び
第
二
三
条
に
よ

る
電
子
装
置
装
着
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の

執
行
は
終
了
す
る
。

一

仮
釈
放
期
間
が
経
過
し
、
又
は
仮
釈
放
が
失
効
若
し
く
は
取

り
消
さ
れ
た
と
き

二

仮
終
了
者
等
の
装
着
期
間
が
経
過
し
、
又
は
保
護
観
察
が
終

了
し
た
と
き

三

仮
釈
放
さ
れ
た
刑
が
恩
赦
に
な
っ
て
刑
の
宣
告
の
効
力
が
喪

失
す
る
に
至
っ
た
と
き

四

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
削
除
］

第
二
六
条
（
受
信
資
料
の
活
用
）

保
護
観
察
官
は
、
受
信
資
料
を
、

遵
守
事
項
の
履
行
有
無
確
認
等

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
保
護
観
察
対
象
者
の
指
導
・
監
督
及
び
援
護
に
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
条
（
準
用
）

こ
の
章
に
よ
る
電
子
装
置
装
着
に
関
し
て
は
、

第
一
三
条
第
二
項
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
第
一
号
、
第
六
項
、

第
一
四
条
及
び
第
一
五
条
乃
至
第
一
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

［
二
〇
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

第
四
章

刑
の
執
行
猶
予
と
装
着
命
令

第
二

条
（
刑
の
執
行
猶
予
と
装
着
命
令
）
①

裁
判
所
は
、
特
定

犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
刑
の
執
行
を
猶
予
し
な
が
ら
保
護
観
察

を
受
け
る
こ
と
を
命
じ
る
と
き
に
は
、
保
護
観
察
期
間
の
範
囲
内

で
期
間
を
定
め
、
遵
守
事
項
の
履
行
有
無
の
確
認
等
の
た
め
電
子

装
置
を
装
着
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。［
二
〇
〇
九

年
五
月

日
改
正
］

②

裁
判
所
は
、
第
一
項
に
よ
る
装
着
命
令
期
間
中
、
所
在
地
近
隣

の
医
療
機
関
で
の
治
療
、
指
定
相
談
施
設
で
の
相
談
治
療
等
対
象
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者
の
再
犯
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
等
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。

③

裁
判
所
は
、
第
一
項
に
よ
る
電
子
装
置
装
着
を
命
じ
る
た
め
必

要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
被
告
人
の
住
居
地
又
は
そ
の
裁
判
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
犯
罪
の
動
機
、
被
害
者

と
の
関
係
、
心
理
状
態
、
再
犯
の
危
険
性
等
被
告
人
に
関
し
て
必

要
な
事
項
の
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
条
（
装
着
命
令
の
執
行
）
①

装
着
命
令
は
、
電
子
装
置
装

着
を
命
じ
る
裁
判
所
の
判
決
が
確
定
し
た
と
き
か
ら
執
行
す
る
。

②

装
着
命
令
の
執
行
中
、
保
護
観
察
遵
守
事
項
違
反
で
留
置
許
可

状
の
執
行
を
受
け
留
置
さ
れ
た
と
き
に
は
、
装
着
命
令
の
執
行
は

停
止
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
事
が
保
護
観
察
所
の
長
の
執
行
猶
予

取
消
し
申
請
を
棄
却
し
た
日
又
は
裁
判
所
が
検
事
の
執
行
猶
予
取

消
し
請
求
を
棄
却
し
た
日
か
ら
そ
の
残
余
期
間
を
執
行
す
る
。

第
三
〇
条
（
装
着
命
令
執
行
の
終
了
）

第
二

条
の
装
着
命
令
は
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
執
行
は
終
了
す
る
。

一

装
着
命
令
期
間
が
経
過
し
た
と
き

二

執
行
猶
予
が
失
効
又
は
取
り
消
さ
れ
た
と
き

三

執
行
猶
予
さ
れ
た
刑
が
恩
赦
に
な
り
、
刑
の
宣
告
の
効
力
が

喪
失
す
る
に
至
っ
た
と
き

四

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
削
除
］

第
三
一
条
（
準
用
）

こ
の
章
に
よ
る
装
着
命
令
に
関
し
て
は
、
第

六
条
、
第
九
条
第
五
項
乃
至
第
七
項
、
第
一
〇
条
第
一
項
、
第
一

二
条
、
第
一
三
条
第
二
項
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
第
一
号
、

第
六
項
、
第
一
四
条
、
第
一
五
条
第
一
項
、
第
一
六
条
乃
至
第
一

九
条
及
び
第
二
六
条
を
準
用
す
る
。［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改

正
］

第
五
章

補

則

第
三
二
条
（
電
子
装
置
装
着
期
間
の
計
算
）
①

電
子
装
置
装
着
期

間
は
、
こ
れ
を
執
行
し
た
日
か
ら
起
算
し
、
初
日
は
時
間
を
計
算

す
る
こ
と
な
く
一
日
に
算
定
す
る
。

②

被
装
着
者
が
電
子
装
置
を
そ
の
身
体
か
ら
分
離
し
、
又
は
損
傷

す
る
等
そ
の
機
能
を
害
し
た
期
間
は
、
そ
の
電
子
装
置
装
着
期
間

に
算
入
し
な
い
。
但
し
、
保
護
観
察
が
付
加
さ
れ
た
者
の
電
子
装

置
装
着
期
間
は
、
保
護
観
察
期
間
を
超
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
二
条
の
二
（
装
着
命
令
等
執
行
専
門
担
当
保
護
観
察
官
の
指

定
）

保
護
観
察
所
の
長
は
、
所
属
保
護
観
察
官
の
中
か
ら
次
の
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各
号
の
者
を
専
門
に
担
当
す
る
保
護
観
察
官
を
指
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

装
着
命
令
を
請
求
す
る
た
め
に
必
要
な
被
疑
者
に
対
す
る
調

査
二

装
着
命
令
の
執
行

三

被
装
着
者
の
再
犯
防
止
と
健
全
な
社
会
復
帰
の
た
め
の
治
療

等
必
要
な
措
置
の
附
加

四

そ
の
他
被
装
着
者
の

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

等
に

よ
る
遵
守
事
項
履
行
の
有
無
確
認
等
被
装
着
者
に
対
す
る
指
導
、

監
督
及
び
援
護

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本
条
追
加
］

第
三
三
条
（
電
子
装
置
装
着
仮
解
除
の
擬
制
）

保
護
観
察
が
仮
解

除
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
電
子
装
置
装
着
が
仮
解
除
に
な
っ
た
も

の
と
見
な
す
。

第
三
四
条
（
軍
法
被
適
用
者
に
対
す
る
特
則
）

こ
の
法
を
適
用
す

る
に
あ
た
り

軍
事
裁
判
所
法

第
二
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該

当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
軍
事
裁
判
所
は
裁
判
所
の
、
軍
検
察
官

は
検
事
の
、
軍
司
法
警
察
官
吏
は
司
法
警
察
官
吏
の
、
軍
矯
導
所

長
は
矯
導
所
長
の
、
こ
の
法
に
よ
る
職
務
を
各
々
行
な
う
。

第
三
五
条
（
他
の
法
律
の
準
用
）

こ
の
法
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、

こ
の
法
に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
範

囲
内
で

刑
事
訴
訟
法

及
び

保
護
観
察
等
に
関
す
る
法
律

の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
章

罰

則

第
三
六
条
（
罰
則
）
①

電
子
装
置
装
着
業
務
を
担
当
す
る
者
が
、

正
当
な
理
由
な
く
、
被
装
着
者
の
電
子
装
置
を
解
除
し
、
又
は
損

傷
し
た
と
き
に
は
、
一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

②

電
子
装
置
装
着
業
務
を
担
当
す
る
者
が
、
金
品
を
授
受
、
要
求

又
は
約
束
し
て
第
一
項
の
罪
を
お
か
し
た
と
き
に
は
、
二
年
以
上

の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

③

受
信
資
料
を
管
理
す
る
者
が
、
第
一
六
条
第
二
項
に
違
反
し
た

と
き
は
、
一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

第
三
七
条
（
罰
則
）
①

他
人
に
装
着
命
令
を
受
け
さ
せ
る
目
的
で

公
務
所
又
は
公
務
員
に
対
し
虚
偽
の
事
実
を
申
告
し
、
又
は

刑

法

第
一
五
二
条
第
一
項
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
一
〇
年
以
下

の
懲
役
に
処
す
る
。
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②

第
二
章
の
装
着
命
令
請
求
事
件
に
関
し
て
、
被
装
着
命
令
請
求

者
を
妨
害
す
る
目
的
で

刑
法

第
一
五
四
条
、
第
二
三
三
条
又

は
第
二
三
四
条
（
虚
偽
作
成
診
断
書
の
行
使
に
限
る
）
の
罪
を
犯

し
た
と
き
は
、
一
〇
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
。
こ
の

場
合
、
一
〇
年
以
下
の
資
格
停
止
を
併
科
す
る
。

第
三

条
（
罰
則
）

被
装
着
者
が
、
第
一
四
条
（
第
二
七
条
及
び

第
三
一
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）
に
違
反
し
て
電

子
装
置
の
装
着
期
間
中
、
電
子
装
置
を
身
体
か
ら
故
意
に
分
離
・

損
傷
、
電
波
妨
害
、
受
信
資
料
の
変
造
そ
の
他
の
方
法
で
そ
の
機

能
を
害
し
た
と
き
は
、
七
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
、
〇
〇
〇
万
ウ

ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
九
条
（
罰
則
）
①

被
装
着
者
が
、
第
九
条
の
二
第
一
項
第
三

号
又
は
第
四
号
の
遵
守
事
項
を
正
当
な
理
由
な
く
違
反
し
た
と
き

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
、
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

②

被
装
着
者
が
、
第
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
二

号
の
二
又
は
第
五
号
の
遵
守
事
項
を
正
当
な
理
由
な
く
違
反
し
た

と
き
は
、
一
、
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。［
二

〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
改
正
］

［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
本
条
追
加
］

附

則
（
二
〇
〇
七
年
四
月
二
七
日
第

三
九
四
号
）

第
一
条
（
施
行
日
）

こ
の
法
は
、
二
〇
〇

年
九
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。［
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
改
正
］

第
二
条
（
装
着
命
令
請
求
に
関
す
る
経
過
措
置
）
①

第
五
条
第
一

項
の
装
着
命
令
請
求
は
、
こ
の
法
の
施
行
前
に
行
っ
た
性
暴
力
犯

罪
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

②

こ
の
法
の
施
行
前
に
性
暴
力
犯
罪
を
犯
し
、
懲
役
刑
の
実
刑
を

宣
告
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
実
刑
を
宣
告
さ
れ

た
も
の
と
見
な
す
。

③

こ
の
法
の
施
行
前
に
行
っ
た
性
暴
力
犯
罪
に
よ
り
そ
の
習
癖
が

認
め
ら
れ
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
習
癖
が
認
め
ら
れ

る
も
の
と
見
な
す
。

第
三
条
（
仮
釈
放
又
は
仮
終
了
時
の
電
子
装
置
装
着
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
二
二
条
及
び
第
二
三
条
に
よ
る
電
子
装
置
装
着
は
、

性
暴
力
犯
罪
を
犯
し
、
こ
の
法
の
施
行
当
時
、
刑
の
執
行
又
は
治

療
監
護
の
中
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

第
四
条
（
執
行
猶
予
宣
告
時
の
電
子
装
置
装
着
命
令
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
二

条
は
、
性
暴
力
犯
罪
を
犯
し
、
こ
の
法
の
施
行

当
時
、
裁
判
中
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

法学研究 83 巻 6 号（2010 : 6）

82



附

則
（
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
）（
二
〇
〇
七
年

月

三
日
第

六
三
四
号
）

第
一
条
（
施
行
日
）

こ
の
法
は
、
公
布
後
六
月
が
経
過
し
た
日
か

ら
施
行
す
る
。

第
二
条
乃
至
第
六
条

省
略

第
七
条
（
他
の
法
律
の
改
正
）

特
定
性
暴
力
犯
罪
者
に
対
す
る
位

置
追
跡
電
子
装
置
装
着
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
通
り
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
ハ
目
中

第
一
〇
条

を

第
七
条

と
す
る
。

附

則
（
二
〇
〇

年
六
月
一
三
日
第
九
一
一
二
号
）

第
一
条
（
施
行
日
）

こ
の
法
は
、
二
〇
〇

年
九
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

第
二
条
（
第
一
審
判
決
後
の
装
着
命
令
請
求
等
に
関
す
る
経
過
措
置

及
び
適
用
の
特
例
）
①

検
事
は
、
性
暴
力
犯
罪
を
行
い
、
二
〇

〇

年
九
月
一
日
以
前
に
第
一
審
判
決
を
宣
告
さ
れ
、
こ
の
法

（
法
律
第
一
〇
二
五
七
号
特
定
犯
罪
者
に
対
す
る
位
置
追
跡
電
子

装
置
装
着
等
に
関
す
る
法
律
一
部
改
正
法
を
い
う
。
以
下
、
本
条

で
同
じ
。）
施
行
当
時
、
懲
役
刑
以
上
の
刑
、
治
療
監
護
又
は
保

護
監
護
（
以
下
、

懲
役
刑
等

と
い
う
。）
の
執
行
終
了
日
ま
で

六
月
以
上
が
残
っ
て
い
る
者
（
以
下
、

出
所
予
定
者

と
い

う
。）、
懲
役
刑
等
の
執
行
終
了
日
ま
で
六
月
未
満
が
残
っ
て
い
る

者
（
以
下
、

出
所
切
迫
者

と
い
う
。）
及
び
懲
役
刑
等
の
執
行

が
終
了
、
仮
終
了
、
仮
出
所
、
仮
釈
放
又
は
免
除
さ
れ
た
後
三
年

が
経
過
し
て
い
な
い
者
（
以
下
、

出
所
者

と
い
う
。）
と
し
て
、

従
前
の
法
（
法
律
第
九
一
一
二
号
特
定
性
犯
罪
者
に
対
す
る
位
置

追
跡
電
子
装
置
装
着
等
に
関
す
る
法
律
一
部
改
正
法
を
い
う
。
以

下
、
本
条
で
同
じ
。）
第
五
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
し
、
性

暴
力
犯
罪
を
再
び
行
う
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し

て
は
、
従
前
の
法
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
及
び
第
九
条
第
三
項

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
審
判
決
を
し
た
裁
判
所
又
は
出
所
予
定
者
、

出
所
切
迫
者
、
出
所
者
の
住
居
地
若
し
く
は
現
在
地
を
管
轄
す
る

地
方
裁
判
所
（
支
所
を
含
む
。
以
下
、
同
じ
。）
に
装
着
命
令
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
一
項
の
出
所
予
定
者
に
対
す
る
装
着
命
令
手
続
は
、
次
の
各

号
に
よ
る
。

一

矯
導
所
、
拘
置
所
、
治
療
監
護
施
設
、
保
護
監
護
施
設
（
以

下
、

収
容
施
設

と
い
う
。）
の
長
は
、
出
所
予
定
者
に
対
す

る
懲
役
刑
等
の
執
行
が
終
了
す
る
六
月
前
ま
で
に
収
容
施
設
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
検
察
庁
の
検
事
及
び
保
護
観
察
所
の

長
に
人
的
事
項
及
び
矯
正
成
績
等
必
要
な
事
項
を
通
報
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

二

検
事
は
、
所
属
検
察
庁
所
在
地
又
は
出
所
予
定
者
の
住
居
地

を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
、
第
一
項
の
出
所
予
定
者
に

関
し
、
第
六
条
に
よ
る
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

保
護
観
察
所
の
長
は
、
出
所
予
定
者
に
対
す
る
懲
役
刑
等
の

執
行
が
終
了
す
る
四
月
前
ま
で
に
第
六
条
第
三
項
の
調
査
報
告

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

検
事
は
、
出
所
予
定
者
中
第
一
項
の
装
着
命
令
請
求
要
件
に

該
当
す
る
者
に
対
し
、
懲
役
刑
等
の
執
行
が
終
了
す
る
三
月
前

ま
で
に
裁
判
所
に
装
着
命
令
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

裁
判
所
は
、
第
四
号
の
装
着
命
令
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
に
は
、
出
所
予
定
者
の
懲
役
刑
等
の
執
行
が
終
了
す

る
一
月
前
ま
で
に
決
定
で
装
着
命
令
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

第
五
号
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
は
、
装
着
命
令
の
執
行
を
停

止
す
る
効
力
が
な
い
。

③

第
一
項
の
出
所
切
迫
者
及
び
出
所
者
に
対
す
る
装
着
命
令
手
続

は
、
次
の
各
号
に
よ
る
。

一

収
容
施
設
の
長
は
、
出
所
切
迫
者
及
び
出
所
者
に
関
し
、
こ

の
法
の
施
行
日
か
ら
一
月
以
内
に
収
容
施
設
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
検
察
庁
の
検
事
及
び
保
護
観
察
所
の
長
に
人
的
事
項

及
び
矯
正
成
績
等
必
要
な
事
項
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

検
事
は
、
所
属
検
察
庁
所
在
地
又
は
出
所
切
迫
者
及
び
出
所

者
の
住
居
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
、
出
所
切
迫
者

及
び
出
所
者
に
関
し
、
第
六
条
に
よ
る
調
査
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

三

保
護
観
察
所
の
長
は
、
出
所
切
迫
者
及
び
出
所
者
に
対
す
る

第
六
条
第
三
項
の
調
査
報
告
書
を
、
要
請
受
理
日
か
ら
二
月
以

内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

検
事
は
、
出
所
切
迫
者
又
は
出
所
者
中
第
一
項
の
装
着
命
令

請
求
要
件
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
こ
の
法
の
施
行
日
か
ら
一

年
以
内
に
裁
判
所
に
装
着
命
令
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
出
所
切
迫
者
又
は
出
所
者
が
逃
走
し
た
と
き
は
、
そ
の

期
間
を
三
年
と
す
る
。

五

検
事
又
は
保
護
観
察
所
の
長
は
、
第
二
号
の
調
査
又
は
第
四

号
の
請
求
の
た
め
必
要
な
と
き
は
、
出
所
者
の
出
頭
を
要
求
し
、

陳
述
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

六

出
所
者
が
正
当
な
理
由
な
く
第
五
号
に
よ
る
出
頭
要
求
に
従

わ
ず
、
又
は
従
わ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
検
事
は
管
轄
地

方
裁
判
所
判
事
に
請
求
し
、
勾
引
状
の
発
付
を
受
け
、
保
護
観

察
所
の
長
は
管
轄
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
申
請
し
、
検
事
の
請

求
で
管
轄
地
方
裁
判
所
判
事
の
勾
引
状
の
発
付
を
受
け
、
出
所

者
を
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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七

検
事
又
は
保
護
観
察
所
の
長
は
、
第
六
号
に
よ
り
出
所
者
を

勾
引
し
た
場
合
、
勾
引
し
た
と
き
か
ら
四

時
間
以
内
に
必
要

な
調
査
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
調
査
を
終
え
た
と
き
に
は

出
所
者
を
直
ち
に
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
は
、
第
四
号
の
装
着
命
令
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
請
求
日
か
ら
二
月
以
内
に
決
定
で
装
着
命
令
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

保
護
観
察
所
の
長
は
、
第

号
の
決
定
の
執
行
の
た
め
出
所

者
を
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〇

出
所
者
が
第
九
号
の
召
喚
に
応
じ
な
い
場
合
、
保
護
観
察

所
の
長
は
検
事
に
申
請
し
、
装
着
命
令
執
行
状
の
発
付
を
受
け
、

出
所
者
を
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一

第

号
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
は
、
装
着
命
令
の
執
行
を

停
止
す
る
効
力
が
な
い
。

④

第
二
項
と
第
三
項
に
よ
る
装
着
命
令
の
時
効
は
、
装
着
命
令
確

定
日
か
ら
五
年
と
し
、
時
効
が
完
成
し
た
場
合
、
執
行
を
免
除
す

る
。
但
し
、
出
所
予
定
者
、
出
所
切
迫
者
又
は
出
所
者
が
逮
捕
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
時
効
が
中
断
す
る
。

［
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
本
条
追
加
］

附

則
（
二
〇
〇
九
年
五
月

日
第
九
六
五
四
号
）

第
一
条
（
施
行
日
）

こ
の
法
は
、
公
布
後
三
月
が
経
過
し
た
日
か

ら
施
行
す
る
。

第
二
条
（
装
着
命
令
請
求
に
関
す
る
経
過
措
置
）
①

第
五
条
第
二

項
の
改
正
規
定
に
よ
る
装
着
命
令
請
求
は
、
こ
の
法
の
施
行
前
に

行
っ
た
未
成
年
者
対
象
誘
拐
犯
罪
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

②

こ
の
法
の
施
行
前
に
未
成
年
者
対
象
誘
拐
犯
罪
を
犯
し
、
懲
役

刑
の
実
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に

よ
る
実
刑
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。

第
三
条
（
仮
釈
放
又
は
仮
終
了
時
の
電
子
装
置
装
着
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
二
二
条
及
び
第
二
三
条
の
改
正
規
定
に
よ
る
電
子
装

置
装
着
は
、
特
定
犯
罪
を
犯
し
、
こ
の
法
の
施
行
当
時
、
刑
の
執

行
又
は
治
療
監
護
の
中
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

第
四
条
（
執
行
猶
予
宣
告
時
の
電
子
装
置
装
着
命
令
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
二

条
の
改
正
規
定
は
、
特
定
犯
罪
を
犯
し
、
こ
の

法
の
施
行
当
時
、
裁
判
中
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

附

則
（
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
）（
二
〇
〇
九
年
六
月

九
日
第
九
七
六
五
号
）

第
二
条
乃
至
第
五
条

［
省
略
］

第
六
条
（
他
の
法
律
の
改
正
）
①
か
ら
③

［
省
略
］

④

法
律
第
九
六
五
四
号
特
定
性
暴
力
犯
罪
者
に
対
す
る
位
置
追
跡
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電
子
装
置
装
着
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
法
の
一
部
を
次
の
通

り
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
ハ
目
中

青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律

を

児
童
・
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律

に
、

青
少
年

に

を

児
童
・
青
少
年
に

と
す
る
。

⑤

［
省
略
］

第
七
条

［
省
略
］

附

則
（
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
第
一
〇
二
五
七
号
）

第
一
条
（
施
行
日
）

こ
の
法
は
、
公
布
後
三
月
が
経
過
し
た
日
か

ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
二
条
第
二
号
イ
目
、
第
五
条
第
四
項
、

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の

改
正
規
定
は
公
布
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
（
装
着
命
令
請
求
に
関
す
る
適
用
例
及
び
経
過
措
置
）

①

第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
装
着
命
令
請
求
は
、
こ
の

法
の
施
行
前
に
行
っ
た
性
暴
力
犯
罪
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。
但

し
、
法
律
第
九
一
一
二
号
特
定
性
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
位
置
追
跡

電
子
装
置
装
着
に
関
す
る
法
律
一
部
改
正
法
律
附
則
第
二
条
の
改

正
規
定
に
よ
り
装
着
命
令
請
求
の
対
象
と
な
る
性
暴
力
犯
罪
の
場

合
に
は
適
用
し
な
い
。

②

こ
の
法
の
施
行
前
に
未
成
年
者
対
象
誘
拐
犯
罪
を
行
い
、
懲
役

刑
の
実
刑
以
上
の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
第
二
項
の
改

正
規
定
に
よ
る
実
刑
以
上
の
刑
を
宣
告
を
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

③

第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
装
着
命
令
請
求
は
、
こ
の

法
の
施
行
前
に
行
っ
た
殺
人
犯
罪
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

④

こ
の
法
の
施
行
前
に
殺
人
犯
罪
を
行
い
、
懲
役
刑
の
実
刑
以
上

の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
よ
る

実
刑
以
上
の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条
（
装
着
期
間
に
関
す
る
適
用
例
）

第
九
条
第
一
項
の
改
正

規
定
は
、
こ
の
法
の
施
行
前
に
行
っ
た
特
定
犯
罪
に
対
し
て
も
適

用
す
る
。
但
し
、
法
律
第
九
一
一
二
号
特
定
性
暴
力
犯
罪
に
対
す

る
位
置
追
跡
電
子
装
置
装
着
に
関
す
る
法
律
一
部
改
正
法
律
附
則

第
二
条
の
改
正
規
定
に
よ
り
装
着
命
令
請
求
の
対
象
と
な
る
性
暴

力
犯
罪
の
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

第
四
条
（
保
護
観
察
に
関
す
る
適
用
例
）

第
九
条
第
三
項
の
改
正

規
定
に
よ
る
保
護
観
察
は
、
こ
の
法
の
施
行
前
に
第
九
条
第
一
項

に
よ
る
装
着
命
令
が
確
定
し
、
又
は
装
着
命
令
の
執
行
が
開
始
さ

れ
た
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

第
五
条
（
被
装
着
者
の
申
告
義
務
等
に
関
す
る
適
用
例
）
①

第
一

四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
申
告
義
務
は
、
こ
の
法
の
施
行

前
に
第
九
条
第
一
項
に
よ
る
装
着
命
令
が
確
定
し
、
又
は
装
着
命

令
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。
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②

第
一
四
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る
義
務
は
、

こ
の
法
の
施
行
当
時
、
電
子
装
置
装
着
命
令
が
確
定
し
、
又
は
電

子
装
置
を
装
着
中
の
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

第
六
条
（
装
着
期
間
延
長
、
遵
守
事
項
追
加
・
変
更
等
に
関
す
る
適

用
例
）
①

第
一
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
装
着
期

間
の
延
長
及
び
遵
守
事
項
の
追
加
又
は
変
更
は
、
こ
の
法
の
施
行

前
に
第
九
条
第
一
項
に
よ
る
装
着
命
令
が
確
定
し
、
又
は
装
着
命

令
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

②

第
一
四
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
遵
守
事
項
の
追
加
、

変
更
又
は
削
除
は
、
こ
の
法
の
施
行
前
に
第
九
条
第
一
項
に
よ
る

装
着
命
令
が
確
定
し
、
又
は
装
着
命
令
の
執
行
が
開
始
さ
れ
た
者

に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

第
七
条
（
仮
釈
放
、
仮
出
所
又
は
仮
終
了
時
電
子
装
置
装
着
に
関
す

る
適
用
例
）

第
二
二
条
及
び
第
二
三
条
の
改
正
規
定
に
よ
る
電

子
装
置
装
着
は
、
殺
人
犯
罪
を
行
い
、
こ
の
法
施
行
当
時
、
刑
の

執
行
、
保
護
監
護
又
は
治
療
監
護
中
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
適
用

す
る
。

第

条
（
執
行
猶
予
宣
告
時
電
子
装
置
装
着
命
令
に
関
す
る
適
用

例
）

第
二

条
は
、
殺
人
犯
罪
を
行
い
、
こ
の
法
の
施
行
当
時

裁
判
中
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
適
用
す
る
。

（
注
1
）

関
連
法
規
（
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
）
の
改
正
に

伴
う
条
文
の
変
更
に
止
ま
る
。

（
注
2
）

邦
訳
が
、
太
田
達
也
訳

韓
国
の
性
犯
罪
者
電
子
監
視
法

（
翻
訳
）

法
学
研
究

二
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
）
一
〇
三
頁
以

下
に
あ
る
。

（
注
3
）

関
連
法
規
（
児
童
・
青
少
年
の
性
保
護
に
関
す
る
法
律
）
の

改
正
に
伴
う
条
文
の
変
更
に
止
ま
る
。

韓国の新しい犯罪者電子監視法（翻訳）
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